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豊後大野市

種類

２号事業 地域
重点区域との
重複の有無

○ 三重町井迫 無 平成２７年度～平成３１年度 又井集落協定

○ 三重町芦刈 無 平成２７年度～平成３１年度 芦刈集落協定

○ 三重町芦刈 無 平成２７年度～平成３１年度 金田集落協定

○ 三重町上田原 無 平成２７年度～平成３１年度 上田原集落協定

○ 三重町百枝 無 平成２７年度～平成３１年度 牟礼集落協定

○ 三重町百枝、西泉 無 平成２７年度～平成３１年度 法泉庵集落協定

○ 三重町小坂 無 平成２７年度～平成３１年度 中小坂集落協定

○ 三重町宮野 無 平成２７年度～平成３１年度 宮尾集落協定

○ 三重町井迫、浅瀬 無 平成２７年度～平成３１年度 森迫集落協定

○ 三重町川辺 無 平成２７年度～平成３１年度 川辺集落協定

○ 三重町大白谷 無 平成２７年度～平成３１年度 久部集落協定

○ 三重町伏野 無 平成２７年度～平成３１年度 中津無礼集落協定

○ 三重町秋葉 無 平成２７年度～平成３１年度 肝煎一区集落協定

○ 三重町百枝 無 平成２７年度～平成３１年度 百枝集落協定

○ 三重町浅瀬 無 平成２７年度～平成３１年度 浅水集落協定

○ 三重町大白谷 無 平成２７年度～平成３１年度 大白谷集落協定

○ 三重町向野 無 平成２７年度～平成３１年度 向野集落協定

○ 三重町久田、本城 無 平成２７年度～平成３１年度 中尾集落協定

○ 三重町西泉 無 平成２７年度～平成３１年度 西原集落協定

実施地域等

実施期間 実施主体

多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要

記

　農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律（平成２６年法律第７８号）第７条第５項の規定に基
づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定したので、同条第６項の規定に基づき、その概要を下
記のとおり公表する。



○ 三重町中津留 無 平成２７年度～平成３１年度 中津留集落協定

○ 三重町西畑 無 平成２７年度～平成３１年度 入北集落協定

○ 三重町本城 無 平成２７年度～平成３１年度 高寺集落協定

○ 三重町本城 無 平成２７年度～平成３１年度 深田集落協定

○ 三重町秋葉 無 平成２７年度～平成３１年度 羽飛集落協定

○ 三重町内田 無 平成２７年度～平成３１年度 久知良集落協定

○ 三重町内田 無 平成２７年度～平成３１年度 内田集落協定


